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フ
ィ
リ
ピ
ン

の
投
資
奨
励
法
に
つ

い
て

小

林

規

威

　
筆
者
は
一
九
七
〇
年
、
ア
ジ
ヤ
経
営
大
学
院
（
宏
一
導
一
参
馨
暮
。
亀
竃
き
轟
豊
Φ
邑
の
招
聰
を
受
け
、
三
ヵ
月
間
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
教
鞭
を
と
る

経
験
を
も
つ
た
。

　
本
稿
に
お
け
る
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
投
資
奨
励
法
の
研
究
は
、
そ
の
時
の
資
料
集
収
と
見
聞
の
体
験
に
基
礎
を
お
い
て
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
で
あ

る
。
近
年
日
本
の
経
営
国
際
化
、
企
業
の
海
外
進
出
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
つ
て
い
る
折
か
ら
、
こ
の
種
の
研
究
が
、
そ
の
関
心
の
実
現
に
関
連

し
、
何
ら
か
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
希
望
し
て
や
ま
な
い
次
第
で
あ
る
。

　
な
お
筆
者
は
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
を
、
①
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
投
資
奨
励
政
策
の
目
的
、
②
投
資
奨
励
法
を
運
用
す
る
投
資
委
員
会

の
構
成
と
機
能
、
③
投
資
委
員
会
に
よ
る
助
成
企
業
指
定
の
条
件
、
④
パ
イ
オ
ニ
ヤ
そ
の
他
重
要
産
業
の
指
定
規
準
、
⑤
投
資
奨
励
法
の

認
め
る
投
資
促
進
イ
ン
セ
ソ
テ
ィ
ブ
の
内
容
の
検
討
の
順
序
で
進
め
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

フ
ィ
リ
ぜ
ソ
の
投
資
奨
励
法
に
つ
い
て

二
五
五

へ
四
二
一
）



フ
ィ
リ
ピ
ン
の
投
資
奨
励
法
に
っ
い
て

二
五
六

（
四
一
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
フ
ィ
リ
ピ
ソ
に
お
け
る
投
資
奨
励
政
策
の
目
的

　
フ
ィ
夢
ピ
ソ
に
お
け
る
投
資
奨
励
政
策
の
基
軸
を
な
す
も
の
は
、
一
九
六
七
年
に
制
定
さ
れ
た
、
共
和
国
制
定
法
　
第
5
1
8
6
号
（
寄
ε
9
。

　
　
　
　
（
1
）

卜
9
Z
9
巴
。
。
①
）
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
法
律
建
そ
の
政
策
の
目
的
を
、
自
ら
次
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
経
済
ナ
シ

ヨ
ナ
リ
ズ
ム
の
原
則
や
目
的
に
従
い
、
競
争
を
助
長
し
、
独
占
を
抑
制
す
る
よ
う
な
状
態
の
下
、
産
業
の
計
画
性
を
も
ち
、
し
か
も

経
済
的
に
み
て
可
能
で
実
際
的
な
分
散
を
計
る
た
め
、
本
法
に
規
定
す
る
よ
う
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ソ
人
お
よ
び
外
国
人
に
よ
る
、
最
少
の
コ
ス
ト
で

国
家
の
収
入
を
最
大
に
し
、
輸
出
を
増
加
さ
せ
、
経
済
の
よ
り
大
き
な
安
定
を
実
現
し
、
よ
り
多
く
の
雇
用
機
会
を
作
り
、
国
民
の
生
活
水
準
を

向
上
さ
せ
、
そ
し
て
衡
平
の
理
に
か
な
つ
た
富
の
分
散
を
促
進
す
る
よ
う
な
、
農
業
、
鉱
業
そ
し
て
製
造
業
に
お
け
る
投
資
を
奨
励
す
る
の
が
、

わ
が
国
の
政
策
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
宣
言
す
る
。
さ
ら
に
、
資
本
集
約
的
で
、
適
当
な
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
資
本
と
の
合
弁
に
よ
り
、
相
当
な
国
内

資
源
を
使
用
す
る
よ
う
な
、
パ
イ
オ
ニ
ヤ
企
業
を
設
立
す
る
外
資
を
歓
迎
し
、
助
成
す
る
こ
と
も
又
、
わ
が
国
の
政
策
で
あ
る
こ
と
を
、
合
わ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
宣
言
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
政
策
は
、
よ
り
具
体
的
に
み
て
、
如
何
な
る
機
関
に
よ
り
運
用
さ
れ
、
さ
ら
に
、
如
何
な
る
対
象
に
、
如
何
な
る
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（
投
資
奨
励
の
た
め
の
優
遇
措
置
）
を
与
え
て
、
そ
の
目
的
の
実
現
を
計
ろ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
連
し

て
、
投
資
奨
励
法
は
、
ま
ず
、
こ
の
法
律
の
恩
典
に
浴
す
る
も
の
が
、
投
資
委
員
会
（
団
畠
包
9
ぎ
お
馨
馨
邑
に
登
録
さ
れ
た
事
業
（
器
管
§
a

Φ
暮
Φ
巷
身
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
限
定
し
、
次
に
、
そ
の
事
業
分
野
を
、
国
家
の
必
要
か
ら
み
て
、
い
わ
ゆ
る
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
（
暮
幕
零

甘
含
。
。
o
員
”
創
始
産
業
）
と
、
そ
れ
に
は
入
ら
な
い
が
、
重
要
な
産
業
（
蓼
㌣
9
壼
霞
質
①
電
冨
α
鶏
＄
。
コ
嚢
霰
琶
Φ
邑
と
の
二
つ
に
分
ち
、
そ
の

そ
れ
ぐ
に
つ
い
て
、
事
業
の
創
業
や
発
展
を
奨
励
す
る
優
遇
措
置
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
、
上
記
法
制
度
運
用
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
つ
き
、
よ
り
詳
細
な
考
察
を
進
め
て
行
き
た
い
と
思
う
。



（
1
）
本
法
の
正
式
の
名
称
は
、
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
投
資
を
優
遇
し
、
保
証
し
、
投
資
委
員
会
を
開
設
し
、
そ
し
て
上
記
目
的
そ
の
他
の
た
め
必
要
な
資
金
を
支
出
す
る
法
律
」

（
卜
β
費
9
鷲
①
胃
鼠
ぴ
冒
咬
ε
陣
⇒
。
g
猷
く
＄
器
α
讐
畦
動
馨
Φ
Φ
の
ε
ぎ
ぎ
湊
ヨ
窪
齢
ぎ
菩
Φ
勺
三
ご
暮
言
。
幹
R
。
象
ぎ
鮫
餌
｝
）
o
舘
Ω
o
隔
ぎ
＜
o
馨
巨
。
誉
即
呂
頁
o
鷲
す
菖
づ
㎎
夢
Φ
ま
8
甲

。q

帥
昌
㌦
琴
匿
導
輿
亀
窪
”
＆
隔
畦
。
導
霞
－
ξ
も
8
邑
で
あ
る
。
以
下
「
投
資
奨
励
法
」
と
略
称
す
る
。

（
2
）
同
右
法
第
2
条
政
策
の
宣
明
（
∪
Φ
。
笹
蚕
ぎ
ロ
亀
b
畠
畠
）
。

二
　
投
資
委
員
会
の
構
成
と
機
能

　
こ
こ
で
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ソ
に
お
け
る
投
資
奨
励
法
の
運
用
に
あ
た
り
、
中
心
的
な
役
割
り
を
果
た
す
、
投
資
委
員
会
の
構
成

と
機
能
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
そ
れ
は
、
投
資
奨
励
法
が
、
そ
の
目
的
の
実
現
を
計
る
た
め
、
大
統
領
府
（
。
浮
①
9
夢
①
鷲
Φ
畳
Φ
邑
の
中
に
新
設
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
専

門
の
行
政
委
員
会
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
法
律
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
大
統
領
に
は
、
投
資
に
関
連
し
た
、
業
界
団
体
、
労
働
組

合
な
ど
に
よ
る
候
補
者
指
名
を
待
ち
、
か
つ
又
政
府
人
事
委
員
会
（
O
§
忌
邑
自
自
暮
づ
§
ぎ
Φ
暮
）
の
同
意
を
得
て
、
学
識
経
験
者
の
間
か
ら
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

人
の
投
資
委
員
会
委
員
（
任
期
六
年
）
を
任
命
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
任
命
さ
れ
た
委
員
に
は
、
少
く
と
も
週
一
度
は
会
合
し
、

①
投
資
優
先
順
位
計
画
を
作
成
し
、
②
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
分
野
へ
の
投
資
の
可
能
性
を
確
か
め
る
事
前
調
査
を
行
な
い
、
③
本
法
に
よ
る

恩
典
に
浴
す
る
た
め
登
録
を
申
請
す
る
企
業
の
資
格
審
査
や
そ
の
認
可
業
務
を
司
り
、
そ
し
て
④
　
一
旦
認
可
し
た
企
業
の
法
律
遵
守
度
を
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
て
、
違
反
の
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
な
ど
の
広
範
な
業
務
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
投
資
奨
励
法
第
一
三
条
お
よ
び
第
一
四
条
を
参
照
．

　
（
2
）
　
投
資
委
員
会
の
権
限
と
義
務
と
に
関
し
て
は
、
同
右
法
第
一
六
条
を
参
照
．
な
お
委
員
長
の
権
限
と
義
務
と
に
つ
い
て
は
、
第
一
七
条
に
別
立
て
の
規
定
が
お
か
れ
て
い
る

　
　
が
、
そ
の
内
容
は
主
と
し
て
委
員
会
の
管
理
義
務
に
限
ら
れ
て
い
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
投
資
奨
励
法
に
つ
い
て

二
五
七

へ
四
二
三
）



フ
ィ
リ
ピ
ソ
の
投
資
奨
励
法
に
つ
い
て

二
五
八

（
四
二
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
投
資
委
員
会
に
よ
る
「
登
録
事
業
」
指
定
の
条
件

　
次
に
、
特
定
の
企
業
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
い
て
、
投
資
活
動
を
行
な
う
の
に
あ
た
り
、
投
資
委
員
会
か
ら
、
「
登
録
事
業
」
の
指
定
を
受
け
．

投
資
奨
励
法
に
規
定
さ
れ
た
恩
典
に
浴
す
る
た
め
に
は
、
如
何
な
る
資
格
要
件
を
備
え
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
．
こ
の
点
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
第
一
に
、
「
登
録
事
業
」
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ソ
国
内
で
設
立
、
組
織
さ
れ
、
現
存
し
て
い
る
法
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
そ
れ
は
、
そ
の
発
行
済
み
議
決
権
付
株
式
の
少
く
と
も
六
〇
％
ま
で
を
、
フ
ィ
リ
ピ
ソ
人
（
自
然
人
お
よ
び
法
人
の
双
方
を
含
む
）
が
所
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
、
さ
ら
に
そ
の
取
締
役
の
六
〇
％
ま
で
を
、
フ
ィ
リ
ピ
ソ
人
が
占
め
て
い
る
法
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
厳
格
な
株
主
や
役
員
の
国
籍
に
よ
る
制
限
に
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
例
外
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
（
4
）

　
例
外
ー
①
　
も
し
特
定
の
企
業
の
営
業
目
的
が
、
国
内
資
本
の
能
力
を
越
え
た
事
業
分
野
で
、
い
わ
ゆ
る
「
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
」
を
創
始
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
又
も
し
そ
の
企
業
が
、
会
社
設
立
後
一
〇
年
以
内
に
、
所
有
の
現
地
化
を
推
進
す
る
た
め
、
そ
の
株
式
を
公
開
し
、
さ

ら
に
二
〇
年
以
内
に
、
六
〇
％
の
内
資
率
の
実
現
を
約
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
投
資
委
員
会
は
、
そ
の
判
断
に
よ
り
、
た
と
え
当
該
事
業

の
外
資
率
が
、
当
初
四
〇
％
を
越
え
る
場
合
に
も
、
そ
の
よ
う
な
事
業
の
「
登
録
」
を
認
め
、
そ
れ
に
イ
ン
セ
ソ
テ
ィ
ブ
を
賦
与
す
る
こ
と
が
で

（
5
）

き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
例
外
1
②
　
特
定
の
外
資
↑
外
資
率
四
〇
％
以
上
の
企
業
）
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ソ
に
企
業
進
出
を
申
請
し
、
そ
の
進
出
希
望
分
野
が
た
と
え
前
述
の

「
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
」
分
野
に
入
つ
て
い
な
く
と
も
、
も
し
投
資
委
員
会
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ソ
経
済
の
将
来
に
と
つ
て
、

重
要
な
分
野
（
箕
番
霧
8
即
歪
。
二
奪
婁
馨
琶
と
認
定
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
外
資
の
国
内
進
出
を
認
め
て
も
、
向
こ
う
三
年
以
内
に
、
当
該
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

界
の
必
要
需
要
が
、
内
資
外
資
を
含
め
た
国
内
供
給
能
力
を
越
え
な
い
と
思
わ
れ
る
と
き
に
は
．
そ
の
申
請
を
受
理
し
、
そ
の
企
業
を
「
登
録



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

事
業
」
に
指
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
何
故
こ
の
よ
う
な
例
外
が
認
め
ら
れ
る
の
か
。
筆
者
は
そ
こ
に
、
如
何
に
経
済
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
意
気
は
軒
昂
で
も
、
絶
対
的
な
国
内
資
本
．

技
術
の
不
足
に
悩
む
、
開
発
途
上
国
フ
ィ
リ
ピ
ソ
の
苦
悩
を
垣
間
見
る
よ
う
に
考
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
な
お
右
に
関
連
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
は
そ
の
憲
法
の
規
定
に
よ
つ
て
、
一
〇
〇
％
同
国
人
が
所
有
す
る
こ
と
が
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

求
さ
れ
て
い
る
事
業
分
野
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
分
野
に
は
、
現
在
、
米
や
穀
物
な
ど
農
業
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

部
、
そ
れ
に
小
売
流
通
業
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
第
三
に
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
の
説
明
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
特
定
の
企
業
が
、
「
登
録
事
業
」
の
認
定
を
受
け
る
た
め
に
は
．
そ
れ
が
、

「
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
」
に
属
す
る
か
、
又
は
そ
れ
に
属
さ
ず
と
も
、
投
資
委
員
会
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
「
重
要
な
産
業
」
部
門
の
経
営
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

従
事
す
る
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
、
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
「
登
録
事
業
」
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
は
、
勿
論
そ
れ
を
希
望
す
る
企
業
が
、
要
件
を
備
え
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
投
資
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

員
会
に

　
（
1
）

　
（
2
）

　
（
3
）

　
（
4
）そ

し
て
②

　 ハ ハハ　98765）））））
「
登
録
」
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

投
資
奨
励
法
第
三
条
「
定
義
」
b
項
「
登
録
事
業
」
ω
を
参
照
。

同
右
法
第
三
条
b
項
㈲
を
参
照
。

国
内
資
本
℃
匿
ぎ
宮
希
2
暮
一
自
巴
田
の
定
義
に
つ
い
て
は
．
同
右
法
第
三
条
f
項
を
参
照
。

特
定
の
事
業
が
、
国
内
企
業
の
能
力
を
越
え
た
も
の
か
否
か
の
判
断
の
基
準
は
、
①
　
国
内
企
．
業
に
そ
の
事
業
を
完
遂
す
る
資
本
力
、
技
術
力
、
工
程
が
存
在
す
る
の
か
否
か
．

　
　
　
国
内
企
業
が
そ
の
事
業
を
手
が
け
る
場
合
、
リ
ス
ク
が
大
き
す
ぎ
は
し
ま
い
か
な
ど
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

投
資
奨
励
法
第
一
九
条
a
項
ω
お
よ
び
③
を
参
照
．

外
資
♂
邑
讐
ぎ
＜
⑦
。
。
ぎ
Φ
暮
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
投
資
奨
励
法
第
三
条
e
項
を
参
照
．

必
要
需
要
を
越
え
な
い
生
産
能
力
（
供
給
能
力
）
判
定
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
同
右
法
第
三
条
i
項
を
参
照
。

同
右
法
第
一
九
条
d
項
但
し
書
き
を
参
昭
。

同
右
法
第
一
九
条
a
項
㈲
を
参
照
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
投
資
奨
励
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
九
　
　
　
（
四
二
五
）



　
　
フ
ィ
リ
ピ
ソ
の
投
資
奨
励
法
に
つ
い
て

（
1
0
）
　
切
垢
営
霊
ω
一
暮
①
§
昌
。
蒙
一
」
舅
畠
菖
轟
費
区
目
蜜
島
轟
9
こ
三
〇
房
＞
耳
。
器
℃
零
旨
薯
嘗
串
＞
箕
昌
這
8
導
㍗
ミ
O
参
照
。

（
1
1
）
　
投
資
奨
励
法
第
三
条
b
項
③
参
照
。
な
お
同
法
は
、
金
融
・
証
券
、
流
通
業
な
ど
の
事
業
を
、
登
録
し
う
る
事
業
か
ら
除
外
し
て
い
る
。

（
1
2
）
　
同
右
法
第
三
条
b
項
④
参
照
。

二
六
〇

（
四
二
六
）

四
　
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
な
ど
重
要
産
業
の
指
定
規
準

　
投
資
委
員
会
の
行
な
う
事
業
の
登
録
認
定
は
、
い
わ
ゆ
る
「
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
」
と
、
そ
の
他
の
「
重
要
産
業
」
と
の
間
で
、
そ
の
優
先
順
位

（
b
二
。
二
蔓
）
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
両
者
の
指
定
基
準
と
そ
の
運
用
に
つ
き
、
考
察
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

「
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
」
と
は
、
生
産
、
加
工
、
製
造
（
質
。
身
＆
β
冥
。
8
毘
冨
鯨
目
貰
蔑
畳
ξ
凶
轟
）
に
従
事
す
る
産
業
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ま
で
そ

の
製
造
す
る
製
品
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
い
て
商
業
ベ
ー
ス
で
製
造
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
産
業
、
又
は
、
そ
の
製
造
の
た
め
使
用
す
る
デ
ザ
イ
ソ
、

製
法
、
シ
ス
テ
ム
、
原
料
の
選
択
な
ど
が
、
そ
れ
ま
で
フ
ィ
リ
ピ
ソ
で
試
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
つ
た
種
類
の
産
業
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が

つ
て
、
単
な
る
組
立
て
や
包
装
の
み
の
仕
事
は
、
そ
れ
が
如
何
に
重
要
で
も
、
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
に
は
含
ま
れ
な
い
。
な
お
投
資
奨
励
法
は
．
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

録
を
受
け
た
製
造
事
業
が
、
で
き
う
る
限
り
国
産
の
原
材
料
を
使
用
す
る
よ
う
義
務
づ
け
て
い
る
。

　
政
府
の
投
資
奨
励
策
に
関
連
し
、
「
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
」
に
次
ぐ
、
優
遇
優
先
順
位
を
も
つ
「
重
要
産
業
」
の
指
定
は
、
毎
年
法
律
の
規
定
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

従
い
、
投
資
委
員
会
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
投
資
奨
励
法
第
一
八
条
に
よ
れ
ば
、
投
資
委
員
会
は
、
毎
年
一
月
末
日
ま
で
に
、
奨
励

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

産
業
の
優
先
順
位
表
（
一
薯
霧
琶
Φ
暮
官
＆
蔓
巳
導
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
家
経
済
審
議
会
（
乞
畳
9
亀
国
8
ぎ
昌
。
O
。
§
色
）
を
通
し
て
、
大
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
V

領
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
以
上
の
よ
う
に
、
「
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
」
お
よ
び
「
そ
の
他
の
重
要
産
業
」
を
含
み
、
奨
励
産
業
の
優
先
順
位
を
決
定
す
る
の
に
際
し
て
、
投

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

資
委
員
会
は
、
現
在
特
に
、
輪
出
代
替
産
業
の
推
進
に
大
ぎ
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
、
投
資
奨
励
法
第
一
八
条
も
、
投
資



す
る
業
界
の
区
別
を
問
わ
ず
、
も
し
当
該
の
企
業
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ソ
に
お
い
て
、
少
く
と
も
七
〇
％
ま
で
は
土
着
の
原
料
を
使
用
し
、
完
全
な
製

造
工
程
の
国
内
化
を
実
現
し
、
さ
ら
に
・
て
の
最
終
製
品
の
五
〇
％
以
上
を
海
外
に
輸
出
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
企
業
に
、
投
資
奨
励
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
適
用
を
認
め
る
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
。

　
こ
の
他
、
投
資
奨
励
法
は
、
さ
ら
に
投
資
委
員
会
に
よ
る
判
断
を
助
け
る
た
め
、
次
の
よ
う
に
詳
細
な
、
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
又
は
ガ
イ
ド
ラ

イ
ソ
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①以
上
の
よ
う
な
諸
条
件
を
勘
案
し
て
投
資
委
員
会
が
作
成
し
た

奨
励
指
定
産
業
の
製
造
製
品
を
め
ぐ
る
需
給
ギ
ャ
ッ
プ
の
存
否
と
幅
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

投
資
の
結
果
、
国
の
内
外
に
新
需
要
、
新
市
場
が
開
発
さ
れ
る
可
能
性
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

均
衡
し
た
計
画
経
済
を
維
持
し
な
が
ら
、
生
産
的
雇
用
機
会
を
増
大
さ
せ
る
可
能
性
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

新
規
投
資
と
既
存
の
生
産
設
備
と
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

国
産
化
実
現
に
よ
る
輸
入
製
品
代
替
お
よ
び
新
規
輸
出
促
進
の
程
度

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

必
要
資
本
の
大
き
さ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

投
資
リ
ス
ク
の
大
ぎ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

使
用
す
る
国
内
資
金
、
原
料
、
労
働
力
の
大
ぎ
さ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

投
資
利
益
率
の
大
き
さ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

国
民
経
済
へ
の
貢
献
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

新
規
投
資
が
競
争
制
限
的
効
果
を
も
つ
可
能
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

そ
の
他
投
資
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
諸
条
件
の
充
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
優
先
順
位
表
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
投
資
奨
励
法
に
つ
い
て

国
家
経
済
審
議
会
の
勧
告
を
付
し
た

　
　
　
二
六
一
　
　
　
（
四
二
七
）



　
　
　
フ
ィ
リ
ピ
ソ
の
投
資
奨
励
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
二
　
　
　
（
四
二
八
）

上
で
、
大
統
領
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
国
家
経
済
審
議
会
に
は
、
六
〇
日
以
内
に
、
勧
告
を
用
意
し
て
大
統
領
の
諮
問
に
答

え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
期
間
に
勧
告
が
行
な
わ
れ
な
い
と
き
に
は
投
資
委
員
会
の
原
案
が
、
そ
の
ま
ま
大
統
領
に
提
出
さ
れ
る
。
な

お
投
資
奨
励
法
の
第
一
八
条
に
よ
れ
ば
、
順
位
表
の
提
出
を
受
け
た
大
統
領
に
は
、
そ
れ
の
全
部
又
は
一
部
を
承
認
し
て
官
報
（
○
齢
。
芭
評
N
Φ
ε

に
公
布
す
る
か
．
全
部
又
は
一
部
の
修
正
を
求
め
て
、
原
案
を
投
資
委
員
会
に
差
し
も
ど
す
か
の
自
由
裁
量
の
余
地
と
、
公
布
し
た
順
位
表
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

づ
く
、
投
資
奨
励
策
の
推
進
を
、
関
係
政
府
機
関
に
命
令
す
る
権
限
と
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
官
報
に
公
布
さ
れ
た
「
優
先
順
位
」
は
、
そ
の
後
少
く
と
も
一
年
間
は
、
有
効
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
期
間
内
に
お
い
て
も
、
も
し

国
内
有
効
需
要
の
変
化
な
ど
、
重
要
な
認
定
条
件
の
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、
投
資
委
員
会
は
、
公
聴
会
を
開
催
し
、
関
係
者
の
意
見
を
聴
取
し

た
上
で
、
優
先
順
位
表
お
よ
び
そ
れ
へ
の
記
載
に
よ
つ
て
認
め
ら
れ
る
優
遇
措
置
の
内
容
を
．
一
部
又
は
全
部
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

（
2
1
）

る
。　

な
お
、
実
際
の
投
資
優
先
順
位
表
は
、
一
九
六
八
年
六
月
一
日
、
一
九
六
九
年
三
月
三
〇
日
、
そ
し
て
一
九
七
〇
年
三
旦
三
日
の
三
回
に
わ

た
り
、
作
成
・
公
布
さ
れ
て
今
日
に
至
つ
て
い
る
。
こ
の
間
に
、
提
出
さ
れ
た
認
定
申
請
は
、
二
九
四
件
に
お
よ
ん
だ
が
、
そ
の
う
ち
一
七
四
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

の
み
が
記
載
の
対
象
に
な
り
、
一
九
七
〇
年
中
期
に
は
、
五
三
件
が
審
査
の
対
象
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
指
定
産
業

の
中
に
は
、
農
林
、
水
産
、
食
品
、
漁
業
、
金
属
、
非
金
属
、
化
学
、
鉄
、
工
具
、
工
作
機
械
、
農
業
用
機
械
、
電
気
機
器
、
そ
の
他
広
範
な
業

種
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

投
資
奨
励
法
第
三
条
h
項
を
参
照
。

同
右
法
第
三
条
g
項
を
参
照
。

同
右
法
第
三
条
k
項
を
参
照
。

同
右
法
第
一
八
条
を
参
照
。

こ
の
よ
う
な
決
定
に
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
判
断
の
基
準
と
さ
れ
る
も
の
に
、

国
内
企
業
に
よ
る
供
給
能
力
の
間
題
が
あ
る
。
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た
と
え
ば
切
窮
呂
亀
ぽ
ぎ
珠
ヨ
窪
“
弓
げ
一
こ
ぎ
ぎ
獣
葺
。
暮
宰
ざ
ユ
蔓
＝
導
（
宕
塁
昏
ゆ
ご
ざ
）
を
参
照
．

な
お
、
法
律
は
、
五
〇
％
以
上
の
製
品
仕
向
け
地
の
政
府
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
閾
係
に
お
い
て
、
如
何
な
る
特
恵
関
税
も
享
受
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
奨
励
産
業
指
定
の
も

つ
の
条
件
と
し
て
い
る
。

投
資
奨
励
法
第
一
八
条
＠
お
よ
び
第
三
条
k
項
ω
・
㈹
・
㈲
を
参
照
。

同
右
法
第
『
八
条
⑥
参
照
。

同
右
法
第
一
八
条
＠
参
照
。

同
右
法
第
一
八
条
⑥
お
よ
び
第
三
条
k
項
㈲
参
照
。

同
右
法
第
一
八
条
＠
お
よ
び
第
三
条
k
項
㈲
参
照
。

同
右
法
第
一
八
条
ω
お
よ
び
第
三
条
k
項
⑥
参
照
。

同
右
法
第
一
八
条
⑧
参
照
。

同
右
法
第
一
八
条
㈲
お
よ
び
第
三
条
k
項
ω
・
㈹
な
ど
を
参
照
。

同
右
法
第
一
八
条
ω
参
照
．

同
右
法
第
一
八
条
①
お
よ
び
第
三
条
k
㈱
項
（
新
規
投
資
の
国
内
価
格
や
国
際
収
支
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
、
癒
す
る
）
な
ど
参
照
。

同
右
法
第
一
八
条
G
O
お
よ
び
第
三
条
k
項
⑯
参
照
。

以
上
の
他
、
投
資
奨
励
法
が
、
奨
励
指
定
申
請
審
査
に
あ
た
り
、
チ
ェ
ッ
ク
す
べ
き
と
し
て
い
る
問
題
点
に
は
、
投
資
地
城
の
イ
ン
フ
ラ
ス
と
一
多
、
チ
ャ
ー
整
備
の
状
態
（
第

　
　
　
　
政
府
と
企
業
と
の
協
力
の
可
能
性
（
第
三
条
k
項
⑯
・
αD
・
⑬
）
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
．

同
右
法
第
一
八
条
参
照
．

同
右
参
照
．

切
8
旨
。
h
ぎ
＜
φ
警
菖
①
鷺
．
目
げ
一
缶
冒
く
Φ
馨
三
Φ
巨
零
一
〇
匡
ひ
一
窃
霞
彗
・

五
　
投
資
奨
励
法
が
登
録
事
業
に
認
め
る
優
遇
措
置
　
（
投
資
促
進
イ
ン
セ
ソ
テ
ィ
ブ
）

　
投
資
奨
励
法
が
、
「
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
」
お
よ
び
「
そ
の
他
の
重
要
産
業
」
を
含
む

目
的
と
し
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（
優
遇
措
置
）
に
は
、
次
の
六
種
類
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
①
　
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
投
資
家
一
般
に
認
め
ら
れ
た
基
本
的
な
権
利
と
保
証

　
　
　
　
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
投
資
奨
励
法
に
つ
い
て

「
登
録
事
業
」
に
認
め
る
、
内
・
外
か
ら
の
投
資
促
進
を

二
六
三

（
四
二
九
）



⑥⑤④③②
　
以
下
本
節
に
お
い
て
は
、

　
な
お
、

に
か
か
わ
ら
ず
、

ら
れ
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
う
ち
、

い
わ
れ
て
い
る
。

利
用
可
能
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
な
の
カ

　
①

　
投
資
奨
励
法
第
四
条
に
よ
れ
ば
、

の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
①
ー
①
　
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
憲
法
の
規
定
し
た
基
本
的
な
権
利
お
よ
び
保
証
。

　
①
1
②
　
投
資
元
本
回
収
の
権
利
。

　
①
ー
③
　
投
資
利
益
（
利
益
、
配
当
、
利
子
、
・
ー
ヤ
ル
テ
ィ
ー
）
国
外
送
金
の
権
利
。

　
①
1
④
　
国
家
が
投
資
資
産
の
公
用
徴
収
や
国
有
化
を
行
な
わ
ず
、
も
し
公
益
上
そ
の
よ
う
な
没
収
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に
も
、

フ
ィ
リ
ピ
ソ
の
投
資
奨
励
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
四
　
　
　
（
四
三
〇
）

「
登
録
事
業
」
一
般
に
認
め
ら
れ
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

「
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
」
の
み
に
認
め
ら
れ
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

輸
出
に
従
事
す
る
「
登
録
事
業
」
に
認
め
ら
れ
る
特
殊
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

政
府
関
係
機
関
に
よ
る
資
金
的
援
助

「
登
録
事
業
」
へ
の
投
資
家
に
認
め
ら
れ
た
イ
ソ
セ
ソ
テ
ィ
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
各
々
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
紹
介
を
行
な
つ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

③
で
説
明
す
る
「
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
」
に
認
め
ら
れ
た
す
べ
て
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
、
投
資
家
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
で
あ
る
と
否
と

　
　
　
　
一
般
的
に
そ
の
適
用
を
認
め
ら
れ
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
そ
の
他
の
重
要
産
業
」
に
関
し
て
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
く
に
租
税
減
免
の
特
典
は
、
通
常
フ
ィ
リ
ピ
ソ
国
籍
の
投
資
家
の
み
に
適
用
の
あ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と

　
（
1
）

　
　
　
　
こ
の
点
、
日
本
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
ヘ
の
投
資
を
検
討
す
る
者
に
と
つ
て
は
、
多
く
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
う
ち
．
何
が
実
際
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
こ
れ
を
見
定
め
る
相
当
な
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
投
資
家
一
般
に
認
め
ら
れ
た
基
本
的
な
権
利
と
保
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
・
外
国
人
の
区
別
を
問
わ
ず
、
投
資
家
一
般
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
、
基
本
的
な
権
利
と
保
証
に
は
、
次

速
か
に
し
て



　
　
正
当
な
補
償
を
行
な
う
旨
の
保
証
．

　
右
の
保
証
の
う
ち
、
①
ー
②
お
よ
び
①
f
③
（
自
由
な
投
資
元
本
お
よ
び
利
益
の
外
貨
建
て
外
国
送
金
の
権
利
）
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
文
字
通
り
に

受
け
と
る
こ
と
は
困
難
な
よ
う
で
あ
る
。
勿
論
、
い
わ
ゆ
る
「
登
録
事
業
」
に
対
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
投
資
委
員
会
の
許
可
を
得
て
投
資
す
る
外

資
の
場
合
は
別
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
、
そ
れ
以
外
の
事
業
に
投
資
す
る
者
に
は
、
そ
の
投
資
元
本
お
よ
び
利
息
の
回
収
に
、
相
当
な
困
難

が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
目
下
国
際
収
支
の
逆
調
に
悩
む
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
い
て
は
、
当
然
の
制
約
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き

よ
う
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
現
在
、
「
登
録
事
業
」
以
外
の
事
業
へ
の
外
国
籍
投
資
家
に
対
し
て
は
、
そ
の
毎
年
の
配
当
に
よ
る
利

益
の
本
国
送
金
に
つ
き
、
そ
れ
を
、
一
九
七
〇
年
度
に
お
け
る
資
本
出
資
金
額
の
二
五
％
以
内
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
行
政
指
導
が
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
他
、
近
年
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
み
ら
れ
た
、
外
資
系
石
油
事
業
国
有
化
へ
の
運
動
は
、
①
1
④
の
保
証
を
疑
わ
し
む
る
も
の
を
含
ん
で
い
た
。

し
か
し
結
局
こ
の
運
動
は
実
ら
ず
、
実
際
の
国
有
化
は
実
現
し
な
か
つ
た
。
事
実
外
資
系
石
油
会
社
の
間
で
も
、
現
地
人
経
営
老
の
登
用
な
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
わ
ゆ
る
経
営
現
地
化
の
努
力
の
う
ち
に
、
こ
の
種
の
危
機
は
、
一
応
こ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
②
「
登
録
事
業
」
に
認
め
ら
れ
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（
優
遇
措
置
）

　
投
資
奨
励
法
第
七
条
に
よ
れ
ば
、
投
資
委
員
会
の
認
め
る
重
要
な
分
野
（
胃
①
守
瑛
a
貰
＄
。
コ
薯
婁
幕
暮
）
で
事
業
に
従
事
す
る
「
登
録
事
業
」

が
享
受
す
る
イ
ソ
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
は
、
次
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
②
1
①
　
「
登
録
事
業
」
の
創
業
経
費
お
よ
び
稼
動
開
始
前
経
費
は
、
こ
れ
を
事
業
稼
動
後
一
〇
年
以
内
に
支
払
う
所
得
税
か
ら
控
除
す
る
こ

　
　
と
が
で
き
る
。

　
②
1
②
　
減
価
償
却
の
加
速
（
通
常
の
二
倍
ま
で
）

　
②
1
③
　
創
業
後
一
〇
年
問
の
純
損
失
は
、
こ
れ
を
次
の
一
一
年
間
に
所
得
税
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
投
資
奨
励
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
五
　
　
　
（
四
三
一
）



　
　
　
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
投
資
奨
励
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
六
　
　
　
（
四
三
二
）

②
ー
④
　
登
録
後
六
年
問
に
わ
た
り
、
そ
の
事
業
で
使
用
す
る
機
械
設
備
の
輸
入
に
関
し
て
は
、
輸
入
関
税
が
免
除
さ
れ
る
。

②
1
⑤
輸
入
機
械
や
設
備
に
代
え
て
、
国
産
の
機
械
や
設
備
を
購
入
・
使
用
す
る
も
の
に
は
、
特
別
の
租
税
ク
レ
ジ
ッ
ト
（
鼠
図
塞
鼻
）
が

　
　
認
め
ら
れ
る
。

②
1
⑥
　
外
債
に
対
す
る
利
息
支
払
い
に
際
し
、
租
税
の
源
泉
徴
集
に
協
力
す
る
企
業
に
は
、
特
別
の
租
税
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
与
え
ら
れ
る
。

②
ー
⑦
　
登
録
後
五
年
間
、
外
国
人
を
、
事
業
の
監
督
、
技
術
指
導
、
そ
し
て
ア
ド
パ
イ
ス
の
た
め
、
継
続
雇
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

②
1
⑧
　
拡
大
再
生
産
の
た
め
の
事
業
利
益
の
再
投
資
に
つ
い
て
は
、
そ
の
部
分
に
対
す
る
課
税
が
免
除
さ
れ
る
。

②
1
⑨
　
重
要
な
産
業
の
国
内
に
お
け
る
確
立
を
援
助
す
る
た
め
、
政
府
は
特
定
期
間
、
安
価
な
競
争
製
品
の
海
外
か
ら
の
輸
入
を
制
限
す
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
。

②
1
⑩
　
政
府
機
関
が
、
奨
励
事
業
の
競
争
製
品
を
海
外
か
ら
無
税
で
輸
入
し
な
い
こ
と
の
保
証
が
与
え
ら
れ
る
。

③
「
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
」
に
認
め
ら
れ
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（
優
遇
措
置

　
投
資
奨
励
法
第
八
条
に
よ
れ
ば
、
「
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
」
の
み
に
認
め
ら
れ
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
は
、
②
で
説
明
し
た
「
重
要
産
業
」
に
与

え
ら
れ
た
イ
ソ
セ
ソ
テ
ィ
ブ
に
加
え
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

③
1
①
　
左
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
従
う
、
所
得
税
を
除
く
一
切
の
租
税
納
入
義
務
の
減
免
。

◎④◎⑤④
一
九
七
二
年
末
ま
で
は
一
〇
〇
％
の
免
税

一
九
七
五
年
末
ま
で
は
七
五
％
の
減
税

一
九
七
七
年
末
ま
で
は
五
〇
％
の
減
税

一
九
七
九
年
末
ま
で
は
二
〇
％
の
減
税

そ
し
て
一
九
八
一
年
末
ま
で
は
一
〇
％
の
減
税



③
1
②
　
「
重
要
産
業
」
に
比
べ
、
よ
り
自
由
な
外
国
人
の
雇
用
。
一
般
に
こ
の
よ
う
な
自
由
は
創
業
期
の
五
年
間
に
限
ら
れ
る
。
し
か
し
、

　
　
外
資
が
株
式
の
過
半
数
を
支
配
す
る
外
資
系
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
企
業
で
は
、
社
長
、
財
務
担
当
副
社
長
、
ゼ
ネ
ラ
ル
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
の

　
　
地
位
を
、
外
国
人
が
継
続
し
て
占
有
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
る
。

③
1
③
　
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
企
業
が
、
こ
れ
ま
で
の
輸
入
製
品
を
国
産
化
す
る
努
力
を
継
続
し
て
い
る
間
、
海
外
か
ら
の
競
争
製
品
輸
入
を
制

　
　
限
す
る
た
め
、
政
府
は
、
事
後
的
保
護
関
税
（
零
9
8
霞
駐
奉
け
弩
蕎
）
（
輸
入
製
品
価
格
の
五
〇
％
を
限
度
と
す
る
）
を
賦
課
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
④
輸
出
に
従
事
す
る
「
登
録
事
業
」
に
認
め
ら
れ
る
特
別
な
イ
ソ
セ
ン
テ
ィ
ブ
（
優
遇
措
置
）

　
投
資
奨
励
法
第
九
条
は
、
そ
の
最
終
製
品
を
海
外
に
輸
出
す
る
登
録
事
業
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
特
別
の
イ
ソ
セ
ン
テ
ィ
ブ
（
優
遇
措
置
）
を

規
定
し
て
い
る
。

　
④
ー
①
　
輸
出
販
売
促
進
経
費
の
二
倍
を
、
支
払
い
所
得
税
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　
④
1
②
　
輸
出
製
品
の
船
舶
（
フ
ィ
リ
ピ
ソ
国
籍
の
船
舶
を
利
用
す
る
場
合
に
、
と
く
に
有
利
な
条
件
を
認
め
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
）
に
よ
る
輸
送
費

　
　
用
の
二
倍
を
．
支
払
い
所
得
税
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　
④
1
③
　
輸
出
に
従
事
す
る
企
業
の
原
料
購
入
費
に
関
し
て
は
、
全
購
入
額
の
七
％
、
も
し
く
は
、
実
際
に
輸
出
製
品
に
使
用
し
た
原
料
費
の

　
　
ど
ち
ら
か
多
い
方
の
金
額
が
、
将
来
の
納
税
義
務
に
対
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

　
⑤
　
政
府
関
係
機
関
に
よ
る
資
金
的
援
助

　
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
は
、
「
登
録
事
業
」
の
育
成
に
、
相
当
な
協
力
を
お
し
ま
な
い
態
勢
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
投
資
奨
励
法
も
、
そ
の
中

に
、
開
発
銀
行
な
ど
政
府
関
係
機
関
に
よ
る
資
金
の
投
資
先
や
貸
付
先
と
し
て
、
登
録
事
業
に
優
先
性
を
認
め
（
第
一
〇
条
）
、
又
民
間
保
険
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

な
ど
に
よ
る
こ
の
方
面
へ
の
投
資
を
奨
励
す
る
規
定
（
第
一
一
条
）
を
置
い
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
投
資
奨
励
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
七
　
　
　
（
四
三
三
）



　
　
　
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
投
資
奨
励
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
八
　
　
　
（
四
三
四
）

⑥
「
登
録
事
業
」
へ
の
投
資
家
に
認
め
ら
れ
た
イ
ン
セ
ソ
テ
ィ
ブ
（
優
遇
措
置
）

　
投
資
奨
励
法
の
第
五
条
お
よ
び
第
六
条
に
は
、
「
登
録
事
業
」
へ
の
投
資
家
一
般
、
お
よ
び
「
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
」
へ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
投
資

家
に
認
め
ら
れ
た
、
次
の
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（
優
遇
措
置
）
が
明
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
既
に
⑤
で
説
明
し
た
、
登
録
事
業
を
援
助
す

る
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
の
も
の
の
考
え
方
を
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
結
果
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑥
ー
①
　
投
資
委
員
会
へ
の
登
録
を
条
件
と
し
て
、
登
録
事
業
で
使
わ
れ
る
特
許
、
商
標
そ
の
他
工
業
所
有
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
侵
害
に
対

　
　
す
る
保
護
が
認
め
ら
れ
る
。

　
⑥
ー
②
　
登
録
事
業
へ
の
投
資
家
が
、
投
資
資
産
を
処
分
し
た
と
し
よ
う
。
そ
こ
に
は
当
然
資
本
利
得
（
損
失
の
場
合
も
あ
る
）
の
問
題
が
発
生

　
　
す
る
。
し
か
し
投
資
奨
励
法
は
、
も
し
彼
が
、
そ
の
登
録
事
業
の
一
部
処
分
か
ら
か
ち
得
た
利
益
を
、
再
び
そ
れ
に
再
投
資
（
利
益
取
得
か

　
　
ら
六
ヵ
月
以
内
に
）
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
再
投
資
金
額
を
限
度
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
資
本
利
得
税
（
。
畳
琶
。
q
誉
鼠
N
）
の
支
払
い
を

　
　
免
除
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
（
但
し
彼
が
、
再
投
資
部
分
を
、
以
後
五
年
以
内
に
処
分
す
る
場
合
に
は
、
資
本
利
得
税
の
遡
及
的
適
用
が
あ
る
．
）

　
⑥
ー
③
　
「
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
」
に
投
資
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
籍
の
投
資
家
に
は
、
支
払
う
べ
き
所
得
税
の
一
〇
％
ま
で
を
限
度
と
し
て
、
投
資

　
　
金
額
の
支
払
所
得
税
か
ら
の
控
除
が
認
め
ら
れ
る
。

　
⑥
ー
④
　
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
籍
の
投
資
家
は
、
「
パ
イ
オ
ニ
ヤ
産
業
」
へ
の
利
益
金
再
投
資
額
を
限
度
と
し
て
、
そ
の
産
業
へ
の
投
資
資
産
処
分
利

　
　
益
に
対
す
る
資
本
利
得
税
の
支
払
い
を
免
除
さ
れ
る
。
（
但
し
、
彼
が
、
再
投
資
部
分
を
、
以
後
三
年
以
内
に
処
分
す
る
場
合
に
は
、
資
本
利
得
税
の

　
　
遡
及
適
用
が
あ
る
。
）

　
⑥
i
⑤
　
「
パ
イ
ォ
ニ
ヤ
産
業
」
創
業
後
七
年
問
、
そ
こ
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
籍
投
資
家
が
受
領
す
る
、
投
資
資
産
処
分
、
譲
渡
利
益
、
そ
し
て

　
　
株
式
配
当
な
ど
す
べ
て
の
所
得
は
、
所
得
税
の
支
払
い
を
免
除
さ
れ
る
。

　
（
1
）
　
ω
・
』
＜
・
切
邑
＆
ぎ
oo
｝
8
φ
匂
仁
蔓
O
」
8
0
。
参
照
。
但
し
「
そ
の
他
の
重
要
産
業
」
に
対
す
る
外
国
人
投
資
に
関
し
て
も
、
も
し
投
資
分
野
に
お
け
る
向
こ
う
三
年
間



の
需
給
．
、
ラ
ン
ス
が
、
ど
う
し
て
も
不
足
し
、
ぜ
ひ
と
も
そ
の
分
野
へ
の
外
資
の
進
出
が
望
ま
れ
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
参
加
外
資
に
対
し
て
も
、
税
の
減
免
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
投
資
奨
励
法
第
一
九
条
参
照
）
．

（
2
）
　
但
し
日
本
人
の
投
資
家
で
あ
つ
て
も
、
現
地
人
の
協
力
を
得
て
、
わ
が
方
の
出
資
比
率
四
〇
％
以
下
の
現
地
法
人
U
フ
ィ
リ
ピ
ソ
国
籍
の
法
人
を
設
立
し
て
仕
事
を
行
な
え
ば
、

す
べ
て
の
恩
典
に
浴
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

（
3
）
　
切
毎
冒
①
器
一
旨
①
箏
蝕
自
塾
ぎ
く
霧
葺
曇
い
一
8
戻
冒
α
q
る
区
ギ
器
一
畠
O
。
区
三
。
霧
＞
再
。
器
評
ま
薯
冒
霰
1
》
b
葺
お
ざ
暮
℃
』
誤
を
参
照
。
な
お
フ
ィ
リ
ピ
ソ
の
外

資
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
は
、
共
和
国
制
定
法
第
五
四
五
五
号
を
参
照
。

（
4
）
　
一
8
暮
サ
曽
○
参
照
．

（
5
）
　
フ
ィ
リ
ピ
ソ
政
府
は
、
一
九
七
〇
年
、
輸
出
振
興
を
目
ざ
し
て
、
国
砦
。
客
目
。
窪
菖
く
①
》
9
輸
出
促
進
法
を
成
立
さ
せ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
経
済
の
た
め
貴
重
な
外
資
を
か
せ
ぐ

　
国
内
輸
出
産
業
に
対
し
て
、
免
税
そ
の
他
の
特
典
を
認
め
た
．
こ
れ
は
、
④
で
説
明
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
、
さ
ら
に
充
実
強
化
す
る
結
果
を
ま
ね
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点

　
に
つ
い
て
は
、
後
日
資
料
の
追
完
を
ま
ち
、
よ
り
く
わ
し
く
具
体
的
な
考
察
を
行
な
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
6
）
　
こ
の
他
、
投
資
奨
励
法
第
一
二
条
は
、
政
府
職
員
に
よ
る
「
登
録
事
業
」
へ
の
投
資
を
援
助
す
る
た
め
、
公
務
員
保
険
か
ら
の
投
資
資
金
貸
付
を
可
能
に
す
る
規
定
を
置
い
て

　
い
る
。

　
以
上
投
資
奨
励
法
の
検
討
は
、
開
発
途
上
国
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
、
経
済
離
陸
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
、
如
何
に
建
設
的
な
内
・
外
の
資
本
の
取

り
入
れ
に
熱
心
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
法
制
度
的
準
備
を
進
め
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
た
。
こ
れ
は
又
、
今
後
こ
の
地
に
企
業
進
出

の
歩
み
を
進
め
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
、
多
く
の
日
本
の
企
業
経
営
に
と
つ
て
も
、
そ
の
投
資
の
条
件
が
整
備
さ
れ
る
と
い
つ
た
観
点
か
ら
、
大

き
な
朗
報
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
残
さ
れ
た
間
題
は
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
法
制
度
の
実
際
上
の
運
用
の
難
易
度
で
あ
り
、
か
つ
又
、
法
制
度
以
外
の
現
地
環
境
が
、
ど
こ
ま
で
日

本
企
業
の
進
出
に
適
当
で
あ
る
か
の
判
断
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
よ
り
広
い
意
味
に
お
け
る
実
際
的
な
研
究
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
頁
数

の
制
約
も
あ
り
、
稿
を
改
め
て
検
討
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ソ
の
投
資
奨
励
法
に
つ
い
て

二
六
九

（
四
三
五
）


